
０
２
２
年
度
か
ら
10
年
間

に
、
毎
年
53
ま
た
は
59
億
円

も
の
収
支
不
足
が
生
じ
る
と

指
摘
し
、「『
特
別
区
』
で
は

住
民
サ
ー
ビ
ス
は
悪
く
な
り

こ
そ
す
れ
、
よ
く
な
る
こ
と

は
あ
り
得
な
い
」
と
指
摘
し

ま
し
た
。

　

４
区
案
で
は
、
政
令
市
の

基
準（
50
万
人
）を
上
回
る
人

口
85
万
人
の
「
特
別
区
」
も

生
ま
れ
、
当
局
が
い
う
「
ニ

ア
イ
ズ
ベ
タ
ー（
住
民
に
近

い
基
礎
自
治
体
の
実
現
）」

に
は
説
得
力
が
な
い
と
述
べ

ま
し
た
。

　

さ
ら
に
１
４
５
も
の
事
務

事
業
を
、「
特
別
区
」
が
共

同
設
置
す
る
一
部
事
務
組
合

に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
な

ど
、「
ど
こ
か
ら
考
え
て

も
、『
特
別
区
』
へ
の
分
割

は
道
理
が
な
い
」
と
主
張
し

ま
し
た
。

　

副
首
都
推
進
局
は
、「
制

度
改
革
で
大
阪
が
成
長
す
る

に
は
一
定
の
コ
ス
ト
が
必

要
」
な
ど
と
答
弁
し
ま
し

た
。
山
中
氏
は
「
戦
後
、
市

町
村
合
併
は
あ
ま
た
あ
る

が
、
分
割
は
皆
無
。
そ
れ
ほ

ど
と
ん
で
も
な
い
、
途
方
も

な
い
こ
と
だ
。
大
阪
市
廃

止
、『
特
別
区
』
へ
の
分
割

は
百
害
あ
っ
て
一
利
な
し
」

と
主
張
し
ま
し
た
。

案
は
、
固
定
資
産
税
な
ど
だ

け
で
は
財
源
が
足
ら
ず
、
地

方
交
付
税
も
財
政
調
整
財
源

に
組
み
込
ん
で
い
る
が
、
そ

の
た
め
に
は
地
方
自
治
法
や

地
方
税
法
の
関
係
条
文
を
変

え
、
府
の
条
例
も
つ
く
る
必

要
が
あ
る
と
し
、「
こ
う
い

う
こ
と
自
体
、
制
度
的
欠
陥

で
あ
り
、
時
代
遅
れ
の
制
度

だ
」
と
断
じ
ま
し
た
。

　
「
特
別
区
」
を
設
置
す
る

に
は
職
員
増
、
シ
ス
テ
ム
や

庁
舎
の
整
備
の
初
期
費
用
や

維
持
費
用
、
事
務
の
引
き
継

ぎ
作
業
な
ど
が
膨
大
に
な

り
、
市
民
も
住
所
変
更
な
ど

の
負
担
を
強
い
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、「
こ
れ
ほ
ど
壮
大
な

無
駄
は
な
い
」
と
批
判
し
ま

し
た
。

分
割
に
道
理
な
し

　

山
中
氏
は
、
６
区
案（
２

種
）の
財
政
試
算
で
は
、
２

半
人
前
の
自
治
体

　

山
中
氏
は
、「
特
別
区
」

は
市
町
村
の
基
幹
税
目（
固

定
生
産
税
や
法
人
市
民
税
な

ど
）
が
都
税
と
な
る
な
ど

「
半
人
前
の
自
治
体
」
だ
と

強
調
。
東
京
で
は
都
区
制
度

を
廃
止
し
て
一
般
市
を
目
指

す
運
動
が
長
年
続
き
、「
特

別
区
」
を
設
置
す
る
大
阪
の

動
き
に
対
し
て
、
識
者
や
特

別
区
長
か
ら
「
時
代
錯
誤

だ
」
と
の
声
も
出
て
い
る
こ

と
を
示
し
ま
し
た
。

　

副
首
都
推
進
局
が
今
回
ま

と
め
た
、
４
ま
た
は
６
の

「
特
別
区
」
を
設
置
す
る
素

　

大
阪
市
を
廃
止
し
て
「
特
別
区
」
を
設

置
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
大
阪
都
」
構
想
の

制
度
設
計
を
議
論
す
る
大
都
市
制
度（
特

別
区
設
置
）協
議
会（
法
定
協
議
会
）の
第

６
回
会
合
が
16
日
、
府
庁
内
で
開
か
れ
、

日
本
共
産
党
か
ら
山
中
智
子
・
大
阪
市
議

団
幹
事
長
が
質
問
し
ま
し
た
。

「
特
別
区
」設
置
は
壮
大
な
無
駄

第６回法定協議会

共
産･
山
中
氏
「
百
害
あ
っ
て
一
利
な
し
」

山中智子氏

「特別区」素案などを審議した第６回法定協
＝16日、府庁内

shikai
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